
人

～

2,516 人女：
 No. 【1837 1月22日 発行 】

2,639 世帯

人口 4,942

男： 2,426 人

令和8年1月26日 令和8年2月15日

編集・発行 総務企画課

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

26 (月)

５歳児健診（対象児：R2.4.2～R2.9.30）
受付時間

(12：45～13：00)
保健センター こども未来課

第6回ヨロン海洋教育フェア 13：30～15：45 砂美地来館 学務課

28 (水) ５歳児健診（対象児：R2.10.1～R3.4.1）
受付時間

(12：45～13：00)
保健センター こども未来課

29 (木)

30 (金) 茶花小学校特久走大会

31 (土) 町P研究大会 9：00～11：45 与論中学校 町P連

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

1 (日)

2 (月)

与論町役場

多目的屋内運動場

風花苑

与論空港

4 (水)

5 (木)

6 (金)

第18回与論町生涯学習課フェア

第42回与論町文化祭

令和7年度公民館教室発表会

8 (日) 第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査 7:00～18：00 全小学校体育館 与論町選挙管理委員会

9 (月)

10 (火)

11 (水) 建国記念の日

乳児健診（対象児：R7.9.12～R7.11.12生）
受付時間

(13：15～13：30)
保健センター こども未来課

6～7か月児健診（対象児：R7.6.12～R7.8.12生）
受付時間

(13：00～13：15)
保健センター こども未来課

13 (金)

14 (土)

15 (日)

3 (火) 国民保護訓練 13：15～17：00
県危機管理課
総務企画課

27 (火)

7 (土) 9：30～16：30 砂美来館 生涯学習課

12 (木)

❶

世帯数世帯数

（令和7年12月31日現在）

缶 PTボトル
ビン
不燃ごみ

缶 PTボトル
ビン
不燃ごみ

１日 日 １日 日

２日 月 街道 茶花 ２日 月 街道 茶花

３日 火 那間 与論 茶花 茶花 ３日 火 那間 与論 茶花 茶花

４日 水 街道 那間 那間 ４日 水 街道 那間 那間

５日 木 茶花 与論 与論 ５日 木 茶花 与論 与論

６日 金 那間 与論 ６日 金 那間 与論

７日 土 街道 ７日 土 街道

８日 日 ８日 日

９日 月 街道 茶花 ９日 月 街道 茶花

１０日 火 那間 与論 茶花 １０日 火 那間 与論 茶花

１１日 水 街道 那間 茶花 １１日 水 街道 那間 茶花

１２日 木 茶花 与論 １２日 木 茶花 与論

１３日 金 那間 与論 １３日 金 那間 与論

１４日 土 街道 １４日 土 街道

１５日 日 １５日 日

１６日 月 街道 茶花 １６日 月 街道 茶花

１７日 火 那間 与論 茶花 茶花 １７日 火 那間 与論 茶花 茶花

１８日 水 街道 那間 那間 １８日 水 街道 那間 那間

１９日 木 茶花 与論 与論 那間 １９日 木 茶花 与論 与論 那間

２０日 金 那間 与論 ２０日 金 那間 与論

２１日 土 街道 ２１日 土 街道

２２日 日 ２２日 日

２３日 月 街道 茶花 ２３日 月 街道 茶花

２４日 火 那間 与論 茶花 ２４日 火 那間 与論 茶花

２５日 水 街道 那間 ２５日 水 街道 那間

２６日 木 茶花 与論 ２６日 木 茶花 与論

２７日 金 那間 与論 与論 ２７日 金 那間 与論 与論

２８日 土 街道 ２８日 土 街道

２９日 日

３０日 月 街道 茶花

３１日 火 那間 与論 茶花

★収集日の朝8時30分までに所定のごみステーションへ当日出してください。
収集日以外の日はビン、缶、ペットボトル等を出しても回収しません。

可燃ごみ 可燃ごみ

　令和８年２月・令和８年３月期　与論町ごみ収集計画表

2月 3月

時間： 午後１時～午後３時３０分
【音楽演奏会】
時間： 午後４時～午後５時

場所：砂美地来館

【装備品展示】

自衛隊　第８師団
島しょ演奏会　in 与論島

日程：令和８年１月24日（土）



 

 

 
第６回 あましん杯バレーボール大会 参加チーム募集！！ 

 
開催日時：令和８年２月 15日（日） 午前８：３０ 開会式 
場   所：砂美地来館（全館） 
監 督 会：令和８年２月9日（月） 午後７：００ 役場庁舎１F庁議室 
参加締切：令和８年２月 9日（月） 午後５：００ 
チーム編成：男女混成９人制（アタックヒットは女性のみ） 
 
 
参 加 費：１チーム 一 般 ５，０００円 高校生 ３，０００円 
           中学生 ２，０００円（監督会にて徴収します。） 
そ の 他：参加申込及びお問い合わせは、山下（090-9461-9159） 
      までお願いします。 

❷

本町が発注する小規模工事等について、町内事業者の受注機会の拡大を図るため、登録制度を設けています。

登録を希望される方は、本町ホームページで詳細をご確認のうえ、以下のとおり申請してください。

１．対象者

法人：主たる事業所の所在地が町内にあること

個人：代表者の住所が町内にあること

※ただし、建設工事入札参加資格者名簿に登録されている事業者や町税等を滞納している方などは登録できません。

２．受付期間

（1）定時受付（登録有効期間：令和８年４月１日～令和１０年３月３１日）

令和８年２月２日（月）～令和８年３月１９日（木）

（2）随時受付（登録有効期間：登録名簿に登載された日～令和１０年３月３１日）

令和８年４月１日以降随時

３．その他

提出様式や登録業種など、詳細は本町ホームページにてご確認ください。

令和８・９年度　小規模工事等契約希望者登録について

お問い合わせ先

役場建設課 ９７－４９２８

①宇和寺団地1号棟203号室　1DK　55.31㎡　築20年

　家　賃　16,300円～　（所得によって変動）　２名以上

③増木名D2-2号室　３LDK70.02㎡　築23年

　家　賃　円～（所得によって変動）２名以上

　（小学生以下の子供がいる世帯対象等の要件有り）

◆入居資格

◆抽選日　　　令和８年３月３日（火）１０：００～与論町役場多目的ホール　

◆必要書類等　 入居申込書（建設課または与論町ホームページでもダウンロードできます）

　・駐車場　12,600円（年間）

町　営　住　宅　入 居 申 込 受 付 中

◆申込期間　　令和８年１月２２日（木）～令和８年２月２０日（金）午後５時まで

 申し込み要件については，下記の通りです。

 町営住宅に空き室があります。入居を希望される方は，役場建設課へ必要書類の提出をお願いいたします。

　・入居可能日　令和８年３月１０日～令和８年４月９日までに入居可能な世帯

　・駐車場　12,600円（年間）

※増木名住宅は那間小学校存続を目的として作られた子育て世帯の入居を促進する住宅です。

　・町税等の滞納がない者　　　　　　　　・現に住宅に困窮していること。持ち家がある方は申込できません

②宇和寺団地3号棟205号室　1DK　50.35㎡　築17年

与論町役場建設課 ＴＥＬ０９９７－９７－４９２８

※　今年度、既に申込をされた方は，申込意思を連絡下さい。

　・暴力団員でないこと　　　　　　　　　　・所得制限があります（世帯状況により異なる）

♦以上の住宅共通

　問い合わせ先

（連絡なしの抽選はできませんので必ずご連絡をお願いいたします）

　家　賃　13,400円～（所得によって変動)２名以上

③瀬良座住宅３号棟１７号室　３DK　55.84㎡　築48年(R５に大規模改修済)

　家　賃　16,500円～（所得によって変動）２名以上

　・駐車場　12,600円（年間）

船舶免許「特定操縦免許制度」説明会及び講習について 

 

船舶職員及び小型船舶操縦者法の改定により、令和６年４月から特定操縦免許制度が変

わりました。対象者の方は以下をご確認の上、説明会及び移行講習にご参加ください。 

 

対象者：令和６年３月３１日以前に特定操縦受有された方 

    特定操縦とは…旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長の方。 

    移行講習を受講しないと令和８年３月３１日をもって失効となります。 

説明会：令和８年２月６日 与論町漁業協同組合 研修室（２F）午後１３時より説明会 

    を行ないますので、対象者及び確認をされたい方は御参加ください。 

移行講習：学科 令和 8 年 2 月 6 日（説明会終了後） 

     実技 令和 8 年 2 月７・８日（汚れても構わない服装） 

※受講料や必要書類は説明会にてご連絡致します。筆記用具をご持参ください。 

【お問い合わせ】 

与論町漁業協同組合 

TEL：0997-97-2221 

携帯：090-3738-7286（鬼塚） 



❸

与論町にお住まいの皆さまへ

鶏などの家きん類を飼育されている方は、
鶏小屋内で飼育し、放し飼いをしないよう
お願いします‼

全ての家きんの飼養者には、高病原性鳥インフルエンザなどの伝染病
の発生と感染拡大を防止するよう、家畜伝染病予防法で義務付けられ
ています。野生動物と接触しないように鶏小屋内で飼育するなど、対
策の実施をお願いします

写真：高病原性鳥インフルエンザに感染した鶏（農林水産省HPより）

元気消失・とさかが紫色・羽毛の逆立ちなどが見られる他、症状もなく急死するこ
ともあります。死亡羽数の増加や、複数羽固まって死んでいるなど、感染が疑われ
る場合は通報をお願いします。

【死亡野鳥の高病原性鳥インフルエンザの検査について】
野鳥の種類や状況により検査対象となるかが決まりますので、
死亡した野鳥を発見した場合は、素手で触らずに連絡をお願いします。

※サギ、キジ、ハトなどは同一箇所での連日の死亡や、複数羽死亡している場合
が検査対象となりますが、詳細は連絡のうえご確認ください。

お問い合わせ先
鹿児島中央家畜保健衛生所 徳之島支所 与論町駐在機関：0997－97－2033

与論町役場 産業課：0997－97－4924（死亡野鳥）

対策のポイント（感染させない、持ち出さない！）
・ネズミや野鳥と接触しないように、小屋の隙間をふさぎましょう
・管理の際は専用の衣服・長靴を着用しましょう
・管理の前後で長靴・手指の消毒をしましょう

紫色のとさか 複数羽死亡元気消失



❹

開　催　日 時　　間 場　　所

令和8年 大島税務署確定申告相談会のご案内

確定申告期間：　令和８年２月１６日（月）～３月１６日（月）

役場１階
多目的ホール

大島税務署確定申告相談会日程表

９:００～１６:００

　　以下の点にご理解とご協力をお願いいたします。

２月２５日（水）

☆各自治公民館での町県民税・国民健康保険税申告相談会のご案内は，小組合文書にて各世帯宛「令和８年度町県民税・国民健康保険
税申告の手引き」を送付しておりますのでご確認をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先 役場税務課 0997-97-3133

＊日程表の時刻は終了時刻ですので，時間に余裕をもってお越しください。

○ 延期，運営方法変更，または中止の場合には，町ホームページ・週報への掲載や町内放送にて広報させていただきます。

○　確定申告書作成済みで提出のみの方は，会場への来場はご遠慮いただき
　 各自で熊本国税局業務センター鹿児島事務室へ郵送してください。
    ※令和7年度の確定申告より申告書控に収受日付印の押なつを行いません。

〇 地方消費税・相続及び贈与の相談もしくは確定申告を受けられる際は，下記の期日に
 　お越しくださいますようお願いします。
　※　インボイスの相談につきましても，下記の期日にお越しください。

○　事前に収支内訳書を作成いただくか，経費領収書を科目ごとにまとめた上で
　 ご来場ください。会場内での経費領収書の振り分けはご遠慮ください。

○　医療費控除を受けられる方は，「医療費控除の明細書」を事前に作成の上ご来場ください。
　　会場内での医療費の計算はご遠慮ください。
　　※「医療費控除の明細書」は国税庁ホームページからダウンロードできます。

・できるだけ郵送，電子申告（e‐Tax）での申告をお願いいたします。会場に来場される方は，事前に必要書類をまとめるなどの準
備をしていただき，短時間で確定申告を終えることができるようご協力をお願いいたします。
　※確定申告・電子申告について詳しくは，国税庁ホームページをご覧いただくか，大島税務署までお問い合わせください。
　問い合わせ先：大島税務署 TEL 0997-52-4321

熊本国税局業務センター鹿児島事務室（送付先住所）
〒890-8604　鹿児島市荒田１丁目２４番４号

２月２６日（木）

９:００～１６:００

日　　　　時（受付時間） 必要書類

2月16日（月）午前9：00～11：00

2月16日（月）午後1：30～3：30

叶  叶 自治公民館 2月17日（火）午前9：00～11：00

古里  古里 自治公民館 2月17日（火）午後1：30～ 3：30

東区 東区戸自治公民館 2月18日（水）午前9：00～11：00

西　区 西区自治公民館 2月18日（水）午後1：30～ 3：30

朝戸 朝戸自治公民館 2月19日（木）午前9：00～11：00

城 城自治公民館 2月19日（木）午後1：30～ 3：30

立長  立長自治公民館 2月20日（金）午前9：00～11：00

茶花 茶花自治公民館 2月20日（金）午後1：30～ 3：30

役場庁舎内での申告は，下記日程において受け付けます。

期間：令和７年２月２５日（水）～令和７年３月１２日（木）＊金土日祝は除く

午前の部　　９：００～１１：００
午後の部　１３：３０～１５：３０

会場：与論町役場１F　庁議室

＊毎週金曜日は申告受付を行っておりませんので，ご了承ください。
　

                                             　　　　　　　　　　　　 問い合わせ先 役場税務課 0997-97-3133

令和８年度町県民税・国民健康保険税申告相談日程表

場　　　所集　落
申　　告　　相　　談　　日　　程

　　　 申告用紙が不足する場合は,与論町ホームページからダウンロードしていただくか,税務課までお越しください。

　　作成スペースで作成していただきます。時間内に完成しない場合や，会場の混雑状況によっては，

那　間

　令和８年度町・県民税の申告相談会について，下記日程のとおり予定しておりますのでお知らせいたします。

　　お帰りいただき，再度役場にて申告していただくことになりますので予めご了承ください。

　 ※申告書及び収支内訳書は１月２２日（木）の小組合文書で配付させていただきます。

　　※申告受付は，収支内訳書を作成完了されている方からさせていただきます。全く作成されていない場合は，

○ 中止または延期の場合には，町ホームページ・週報への掲載や町内放送にて広報させていただきます。

〇農業されている方　　…『農協の申告用証
明書一式』

〇漁業されている方　　…『漁協の申告用証
明書一式』

〇給与・年金がある方　　　　 …『源泉徴収
票』

〇国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医
療保険料
納付されている方…『健康長寿課発行の納付
確認書』

〇生命保険料地震保険料の証明書

〇その他申告内容が確認できる書類

　　ます。

　　職員での経費振り分け，内訳書作成は行いません。ご自身で経費をまとめ，収支内訳書を作成の上申告をお願いいたし

那間自治公民館

【収支内訳書等事前作成のお願い】

　・お住いの集落ごとに割り振らせていただいておりますが，参加可能な日程で会場にお越しくださいますよう

　　お願いいたします。

　　営業・漁業・農業・畜産等の事業，不動産に係る所得の申告をされる方は「収支内訳書」、医療費控除を
　受ける場合は「医療費控除の明細書」の事前作成をお願いいたします。



❺
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　【与論空港函渠補修工事】のため、与論空港の地下道函渠区間が下記のとおり全面通行止め

となります。町民の皆様にはご不便お掛けしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

：与論空港県単空港整備工事（R７－１工区）

：空港滑走路下トンネル内

：令和８年１月２６日（月）～令和８年３月２５日（水）

８：００～１７：００

：全面通行止め

＜お問い合わせ先＞

：大島支庁沖永良部事務所建設課 TEL：０９９７－９２－００３９

：（株）カーネギー産業　 TEL：０９９７－８２－０６００

発 注 者

施 工 者

通行止めのお知らせとお願い

記

工 事 名

施 工 箇 所

交通規制期間

規 制 内 容

全面通行止め区間（空港滑走路下トンネル）

期間：１月２６日（月）～３月２５日（水）

８：００～１７：００

迂回路

与論港（供利港）



❼

 
軽自動車・バイク・トラクター等に係る手続きはお済みですか。 
軽自動車税は、毎年 4 月 1 日現在の所有者（使用者）に納めて頂く税金です。 

○ 他人に譲ったとき…名義変更手続き 
○ 使用しなくなったとき…廃車手続き 

軽自動車は整備工場で、バイク･トラクターは役場税務課で手続きをお願いします。 
３月中に手続きが完了しないと、令和８年度も軽自動車税を納めて頂くことになります。 

また、3 月の手続きは混雑が予想されるため、早めの手続きをお願いします。 
バイク・トラクターは廃車、もしくは譲渡の際にナンバーを変える場合、使用していた 

ナンバープレートを返納していただく必要があります。手続きを行う際には車両から 
ナンバープレートを外して税務課窓口まで持参してください。 

 

※ ３月中に軽自動車に係る手続きをされる方に… 
 軽自動車(バイク・トラクターを除く)の各手続きは町内の整備工場へ届出された日で 
完了するのではなく，奄美大島自動車整備振興会で受け付けられた日に完了となります。 
３月中に各手続きをされる方は，奄美大島自動車整備振興会で受け付けられるまでの 
日数を考慮した上で，３月末に間に合うようにお手続き下さい。 

 
※ 廃品回収にバイクを出した場合も廃車手続きをお願いいたします。 
 

役場税務課 軽自動車税係  ℡ 97-3133 （内線）373 
 

 

 

 

 

１　申請書の受付期間
　　令和８年１月１３日（火）から令和８年２月１３日（金）まで

２　申請書の受付時間
　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

　　※施設に提出する場合は、施設の開所時間内

３　申請書の提出先
（１）与論町役場　こども未来課　（郵送可）

（２）各こども園

４　利用調整
　　与論町が定める利用調整の基準に基づき優先順位をつけ、希望する施設の中から利用できる
　施設を与論町が決定（内定）します。
　　利用保留（待機）となった場合は、令和８年度分の毎月の利用調整の対象となります。

（１）初期
　　　２月下旬に利用調整を行います。その結果については３月に文書でお知らせします。
（２）随時期
　　　利用希望開始月の前々月末に利用調整を行い、その結果についてお知らせします。

５　提出書類

（２）就労証明書（令和８年４月１日時点（予定含む）で保育を希望する方）

（３）遺族年金証書の写し・児童扶養手当証書の写し・戸籍謄本のうち一つ（ひとり親家庭の方）

（４）生活保護受給証明書の写し（生活保護世帯)

（５）健康診断書（新規申込の方）

　　※施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書は与論町役場　こども未来課

       にて受け取りができます。
　　　　
６　その他

　して利用を希望される方は上記のとおり提出をお願いします。

　　ありませんのでご理解をお願いいたします。

７　注意事項
　　必要書類が確認できない場合は、こども園への入園手続きができませんので、
　必ず期限内にご提出くださいますようお願いします。

８　お問い合わせ先
　　与論町役場　こども未来課　担当 福永　　TEL　０９９７－９７－２７９２

令和８年度　与論町　認定こども園利用申込みの案内について

　※その他、詳細についてのお問い合わせは、与論町役場　こども未来課までお願いします。

（１）【現在こども園を利用している園児】　施設型給付費・地域型保育給付費等現況届
　　　【新規申込者】施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書

　　現在、こども園を利用の方には各園を通じて『現況届』を配布致します。令和８年度も継続

　※利用調整については、新規申込者を含めて行います。必ずしも継続して利用できるわけでは

　※転園を希望される方は、新規利用申込と同じ扱いとなりますので、申請をお願いします。
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３　業務内容

６　安全対策

※

問合わせ先 環境課 0997-97-4712

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

８　受付期限

９　その他 ・地域住民からの要望等により収集場所の変更等がある場合は適切に
対応すること。

４　作業実施日時

5　 作業実施基準等

７　契約期間

　可燃物(生ごみを含む)の収集においては、収集場所のゴミを完全に
収集し、かつ、収集場所の清潔保持に努めるとともにゴミを排出する
住民に対しても親切丁寧に接しなければならない。

以上の要件を満たしたうえで、人員を常に確保し、かつ着実に
業務遂行が出来る者。

・税金の滞納がないこと。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第
77号。｢暴力団対策法｣)に該当しないこと。

令和8年2月20日まで

　作業現場は、人、車両等が頻繁に通行するため、作業の際は現場安
全管理に十分注意し、ごみが飛散したり、流出しないように作業をお
こなうこと。

令和８年度塵芥収集・運搬業務委託募集要項

令和８年度塵芥収集・運搬業務委託１　件　　名

２　業務場所

　与論町が発行している「ごみの分別と出し方」のポスターに掲載さ
れているごみ収集日にゴミステーションの可燃ごみ、不燃ごみ、資源
ごみ（空き缶、びん類、ペットボトル）の収集・運搬を行う。

　作業は毎週日曜と正月(4～5日)を除く毎日【祝祭日を含む】で、
　作業時間は、原則午前8時30分から開始。

町一円【ステーション数：約300箇所】

第二回 ヨロン島海のシンポジウムの開催について 

与論島では、この豊かな海を保全し、後世に残すためにさまざまな団体が活動しています。本シンポ

ジウムでは、各団体による 2025 年の活動内容の紹介や、与論島一周サンゴ被度調査から考える資源

活用・保全の取り組み、海のこれからを考えるパネルディスカッションを行います。 

 

日時：2026 年 2 月８日(日) １０時～１２時 

場所：与論町地域福祉センター 

 

第一部：海の活動報告会 2025 

第二部：サンゴ礁の今から考える、資源活用と保全 

特別企画：パネルディスカッション「海のこれまでとこれから」 

 

お問合せ：NPO 法人海の再生ネットワークよろん（池田） TEL：0997-85-1076 

共催： 

NPO 法人海の再生ネットワークよろん/NPO 法人喜界島サンゴ礁科学研究所/与論町 

当シンポジウムは、奄美群島成長戦略推進交付金サンゴ礁資源活用事業を活用して実施しています。 

【日時】　 令和8年1月27日（火）　13：40～15：45

【会場】 砂美地来館　アリーナ

【発表者】 与論小学校　4年生

那間小学校　5年生

茶花小学校　6年生

与論中学校　2年生（代表生徒）

与論高等学校　1,2年生（代表生徒）

【主催】 与論町海洋教育推進協議会，与論町教育委員会

【お問合せ先】 与論町教育委員会内　与論町海洋教育推進協議会事務局

TEL:　0997-97-2441　（宮田・野口）

第6回ヨロン海洋教育フェア

お申込みは不要です。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。



事業者（所）の皆様へ 
令和７年分賃金等の支払い額の報告について（お願い） 

 

  令和７年中に給与等（給与、賞与、パート・アルバイト含む)の支払いをした事業所 

又は個人事業主の方は、令和８年度の課税資料として賃金等の給与支払報告書の提出を 

お願いします。  

１．提出内容 ：支払をした従業員等の住所、氏名、電話番号、支払った金額 

２．対象期間 ：令和７年１月１日～令和７年１２月３１日 

      (上記期間において、事業者(所)から支払いをした金額) 

 ３．様  式 ：特に指定しません 

４．提 出 先 ：給与等受給者が、令和８年１月１日現在において住所のある市町村 

５．提出期限 ：令和８年１月３０日（金）※早期提出にご協力をお願いいたします。 

お問い合わせ先  与論町役場税務課 TEL0997-97-3133 ❾

県営住宅入居希望者につきまして，下記の日程で申込みを受け付け，抽選により，空き室待ち順位登録を行います。

空き室待ち順位の登録期間は，令和８年４月から１年間となり，空き室が発生した場合，登録順位にしたがって住戸の

紹介を行います。県営住宅への入居を希望される方は，与論町役場 建設課までお申込みをお願いいたします。

１団地名 県営宇和寺団地 全24戸（現在満室）

２申込書の配布・受付 令和８年２月２日（木）～2月2０日（金）午前９時～午後５時土日祝祭日を除く

３抽選日 令和８年３月３日（火）午前１０時

４抽選場所 与論町役場１階多目的ホール

５順位登録有効期限 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間

６申込書配布・問い合わせ先 ◆与論町役場 建設課 電話0997-97-4928

 

 

 

 
与論町役場では、下記の部署にて令和７年度会計年度任用職員を募集しています。 

応募期限：募集については採用予定人員が確保されるまで 

随時受け付けております。 

※面接の日程は、応募者へ通知いたします。 

 

各課募集概要 

（１）こども未来課：与論こども園 

①保育士 若干名 

※①保育士・幼稚園教諭のいずれかの資格免許を所持している者 

パート可(要相談) 

 

（2）こども未来課：茶花こども園 

①保育士 ②保育士補助 ③栄養士/調理師 ④調理師補助 若干名 

※①については、保育士・幼稚園教諭のいずれかの資格免許を所持している者 

②・④については、必要な資格要件なし 

③については、栄養士又は調理師資格免許を所持している者 

 

（3）こども未来課：児童発達支援センター 

①保育士 ②保育士補助 ③作業療法士 若干名 

※①については、保育士・幼稚園教諭のいずれかの資格免許を所持している者 

②については、必要な資格要件なし 

③については、作業療法士の資格免許を所持している者 

 

（４）こども未来課：子ども第三の居場所(仮称) 

①特別支援教育支援員 若干名 ※令和8年 3月 1日採用 

※①については、必要な資格要件なし 

教員免許、保育士、作業療法士、栄養士/調理師等の資格免許を所持している者優遇 

 

※詳細は与論町ホームページをご確認頂くか、役場総務企画課までお越しください。 

※募集要項・応募書類は、与論町ホームページからダウンロードできるほか、役場総務企画課でも

お配りしています。 

【お問い合わせ・連絡先】 

役場総務企画課 人事担当 

電話：0997-97-3111 



❿
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海上保安庁職員募集案内 

 

１．海上保安学校学生採用試験（特別）（2026 年 10 月採用） 

（１）受付期間 

        令和８年３月２日（月）～３月 23 日（月） ※インターネット受付 

 

（２）試験日  

       ・第１次試験日 ：令和８年５月 10 日（日） 

       ・第２次試験日 ：令和８年６月３日（水）～６月 24 日（水） 

       ・最終合格発表日：令和８年７月 24 日（金） 

 

（３）受験資格 

  ア 2026 年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から 

起算して 13 年を経過していない者及び 2026 年９月までに高等学校又は中等教育学校を 

卒業する見込みの者 

    イ 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者 

 

２．海上保安官採用試験（2027 年４月採用） 

（１）受付期間 

    令和８年２月 19 日（木）～３月 23 日（月） ※インターネット受付 

 

（２）試験日 

   ・第１次試験日 ：令和８年５月 24 日（日） 

   ・第２次試験日 ：令和８年７月７日（火）～７月 14 日（火） 

   ・最終合格発表日：令和８年８月 12 日（水） 

 

（３）受験資格 

   1996（平成８年）４月２日以降生まれの者で、大学（短期大学を除く。以下同じ。）を 

卒業した者及び 2027 年（令和９年）３月までに大学を卒業する見込みの者並びに 

人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者。 

 

 

※ 試験の詳細は、第十管区海上保安本部総務部人事課（☎099-250-9800）にお問い合わせいただくか、

人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報 NAVI」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 第 51 回衆議院議員総選挙・第 27 回最高裁判所裁判官国民審査の投票日が、令和８年２月８日（日）

になる予定です。 

 期日前投票及び投票日当日の投票について、下記のとおりお知らせします。有権者の方は、一人一人の

声を国政に届けるためにも、棄権しないで、必ず投票しましょう。 

  

※このお知らせ発行時点では投票日が確定していないため、投票日が決まりましたら、町内放送とホー

ムページでお知らせします。 

 

【期日前投票・投票日の日時】 

・期日前投票：令和８年１月２８日（水）～令和８年２月７日（土） ８：３０～２０：００ 

※ただし、国民審査の期日前投票は令和８年２月１日（日）からとなりますのでご注意ください。 

・投票日：令和８年２月８日（日） ７：００～１８：００ 

 

【期日前投票所・投票所】 

  ・期日前投票所    与論町役場１階多目的ホール 

・投票日当日の投票所 ①茶花校区：茶花小学校体育館 

            ②与論校区：与論小学校体育館 

  ③那間校区：那間小学校体育館 

 

【投票所入場券について】 

入場券は令和８年１月２９日（木）頃から順次発送する予定です。配達事情によりお手元に届くまで数

日かかる場合があります。期日前投票が始まってからの発送となりますが、入場券がない場合でも期日

前投票所・投票日当日の投票所で係員にその旨を申し出れば投票できます。 

 

 

お問い合わせ：与論町選挙管理委員会 TEL:0997-97-3111 

☆第 51 回衆議院議員総選挙・第 27 回最高裁判所裁判官国民審査 
のお知らせ☆ 


